
 

 

 

 

 

● 自動車乗車中死者に占める 

  シートベルト非着用者の致死率 

 

着用者の約１９倍 
 

 

 

 

 

● シートベルトは全ての席で着用が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ６歳未満の子どもを車に乗せる場合は、チャイルドシートの使用が

義務付けられています。 

 

 

 

シートベルト・チャイルドシートを 
正しく着用しましょう 

～全ての座席で着用が義務付けられています～ 

    正しい着用方法 

・ シートの背は倒さず、 
深く腰掛ける 

 

・ 肩ベルトは、ねじらない、 
たるませない、首にかけない 

 
・ 腰ベルトは、骨盤に巻く 
 
・ バックルの金具は、 

確実に差し込む 

車の座席へ 
確実に固定 

助手席用エアバッグ
装備車は、なるべく
後部座席で使用 

※ やむを得ず助手席に設置
する場合は、座席をできる
だけ後ろに下げ、前向きに
固定してください。 

チャイルドシートの取扱説明書等に従って正しく使用しましょう。 

子どもの発育に 
応じた体格に合う
ものを使用 

※ 致死率＝死者数÷死傷者数×１００ 

（福井県内 Ｈ２４～Ｈ２８の事故データ） 

１９倍 


